
事 務 連 絡 

令和８年２月 18 日 

 

公益社団法人 日本柔道整復師会 

一般社団法人 全国柔道整復師連合会 

全国柔整鍼灸協同組合 

公益社団法人 日本鍼灸師会 

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 

公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会 

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 

医療介護連携政策課 

医療課医療指導監査室 

 

 

オンライン資格確認未導入の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及び 

きゅう師の施術所を対象とする指導について（周知） 

 

 

日頃より、貴会におかれましては、医療保険行政の推進にご協力いただき、厚く

御礼を申し上げます。 

今般、標記について、別添のとおり、地方厚生（支）局あてに連絡しましたの

で、貴団体におかれましても、オンライン資格確認が未導入の場合には対応するよ

う関係者の皆様に周知いただきたく、ご協力のほどお願い申し上げます。 

御中 



 

事 務 連 絡 

令和８年２月 18日 

 

 地方厚生（支）局医療課 御中 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 

医療介護連携政策課 

医療課医療指導監査室 

 

オンライン資格確認未導入の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及び 

きゅう師の施術所を対象とする指導について 

 

 

 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所（以下「施

術所」という。）については、令和６年12月２日からオンライン資格確認の導入が

原則義務化されたところです。 

 今般、オンライン資格確認の導入が義務であるにもかかわらず未導入であり、や

むを得ない事由に該当する旨の申し出がなされていない施術所（以下「未導入施設」

という。）を対象として、eラーニング方式による集団指導を下記により実施するこ

ととしますので、遺漏なきようお願いいたします。 

 

記 

 

未導入施設を対象とした集団指導については、ｅラーニング方式により実施する

こととします。 

（１）ｅラーニング方式による集団指導の概要 

未導入施設がインターネットを介してｅラーニングシステムにログインし、

指定された動画コンテンツを視聴することによって実施します。 

（２）対象となる未導入施設について 

厚生労働省保険局医療課医療指導監査室から別途提供する未導入施設が対

象となります。 

（３）受講案内について 

受講案内については、厚生労働省から未導入施設に対して送付します。 

なお、受講案内は各厚生（支）局名を記載した封筒（別紙１「封筒例」）

に未導入施設毎のＩＤ及びログインパスワード、照会先として都道府県事務

所等名、連絡先を記載した受講案内を同封して送付します。（別紙２「受講

案内例」） 

別添 



 

（４）指導実施日等 

① 受講案内送付日 

令和８年２月20日（金） 

② 視聴期間 

令和８年２月25日（水）から令和８年３月19日（木）まで 

（５）ｅラーニング方式による集団指導の出席の確認について 

集団指導の対象となる未導入施設は、指定された動画コンテンツの視聴を

完了することにより、集団指導に出席したこととなりますが、出席の確認に

ついては厚生労働省において確認しますので、地方厚生（支）局において、

出席の確認をしていただく必要はありません。 

（６）その他 

インターネット環境等の理由によりｅラーニングによる集団指導を受ける

ことができない等の未導入施設があった場合には、資料を送付するなど柔軟

に対応願います。 



 

別紙１ 
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令 和 ８ 年 ２ 月 

 

 

 

 

 

○○厚生局 

 

オンライン資格確認導入のための e ラーニング（集団指導）の実施について 

(ご案内) 

 

 社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 さて、令和６年 12 月から、受領委任の協定又は契約を締結している柔道整復

師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所（以下「施術所」とい

う。）にオンライン資格確認の導入が原則義務化されたところです。 

 やむを得ない事由に該当する旨の申し出がなされておらず、オンライン資格確

認が未導入の施術所に対して、これまで導入に向けて様々な働きかけ（裏面参

照）を行ってきましたが、貴施術所においては現時点でオンライン資格確認が導

入されていません。 

つきましては、下記のとおりｅラーニング（集団指導）を実施いたしますの

で、視聴可能期間内に視聴してください。 

 

記 

 

 １ 目 的 

   施術所の開設者、施術管理者を対象に、オンライン資格確認の義務化に関

する内容や導入の進め方、サポート等についてご説明し、オンライン資格確

認の導入を促すことを目的としています。 

 

 ２ 視聴方法 

   別紙１のＵＲＬ等からログインページにアクセスし、e ラーニング用動画

（約 20 分１本）を視聴してください。なお、インターネット環境等の理由に

より、ｅラーニングの受講が困難な場合、以下の連絡先までお尋ねください。 

 

 ３ ログインＩＤ・パスワード（全て半角） 

   ログインＩＤ：○○○○○○○○○ 

   パスワード ：○○○○○○○○○ 

  

（連絡先） 
○○厚生局 ○○事務所 
〒XXX-XXXX 

○○県○○市○○－○○ 

電話 XXX-XXX-XXXX 

〒XXX-XXXX 

○○県○○市○○－○○ 

○○施術所様(施術管理者様) 

XXXXX 

別紙２ 



 ４ 視聴可能期間 

   令和８年２月 25 日（水）から令和８年３月 19 日（木）まで 

 

 ５ その他 

  ・オンライン資格確認を導入しない場合（やむを得ない事由を申し出た場合

を除く）には、個別に導入を促すこととなり、それでもなお導入しない場

合（やむを得ない事由を申し出た場合を除く）には、令和８年 12 月を目途

に受領委任の取扱いが中止となりますのでご留意ください。なお、やむを

得ない事由に該当する場合、別紙２の方法で申し出を行ってください。 

  ・令和８年１月５日以降にオンライン資格確認を導入した、もしくは、やむ

を得ない事由の申し出を行った施術所については、行き違いとなりますの

で、ご容赦ください。 

  ・既に廃止・休止しているにもかかわらず、本文書が届いた場合は、所管の

地方厚生（支）局に廃止・休止の届出を行ってください。 

  ・「柔道整復師の施術所」と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

の施術所」の併設施術所であり、どちらかで既にオンライン資格確認を導

入済みであるにもかかわらず、本文書が届いた場合は、施術所等向け総合

ポータルサイトより「併設申告」を行ってください。「併設申告」の方法

等については、オンライン資格確認等コールセンター（0800-080-4583）に

お問い合わせください。 

  ・導入に当たってご不明な点に対応するため、オンライン資格確認等コール

センター【0800-080-4583 月～金（祝日を除く）8:00～18:00、土（祝日

を除く）8:00～16:00】、施術所等向け総合ポータルサイト内「お問い合わ

せ」ページ（https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=com_inqui

ry）を設置して相談をお受けしています。 

   また、本 e ラーニング（集団指導）に関するご照会は表面に記載の連絡先

に、視聴方法に関しては別紙１に記載のメールアドレスにお問い合わせく

ださい。 

 

（参考）オンライン資格確認を未導入の施術所への働きかけについて 

・ 令和６年 12 月以降、オンライン資格確認を未導入の施術所（以下、「未導入

施術所」という。）に対し、電話及び電子メールにて導入の勧奨、やむを得な

い事由に該当する場合はその旨を申し出ることを連絡しました。 

・ 令和７年１月に未導入施術所に対して、文書により導入勧奨及び導入状況や

導入に当たってのお困りごと等の調査等を行いました。 

・ 令和７年５月に未導入施術所に対して、文書により導入勧奨及びやむを得な

い事由に該当する場合はその旨の申し出を求める連絡等をしました。 

・ 令和７年８月に未導入施術所に対して、文書により重ねて導入勧奨及びやむ

を得ない事由に該当する場合はその旨の申し出を求める連絡等をしました。 

  



（別紙１） 

 

ｅラーニング用動画の視聴手順 

 

以下の手順で e ラーニング（集団指導）用の動画を視聴してください。 

視聴手順に関するご照会は、以下のメールアドレスにお問い合わせください。 

メールアドレス：kensyu25@e-webinar.net 

 

①右のＵＲＬまたは二次元コ

ードからログインページに

アクセス 

 

 

 

 

ＵＲＬ   ：https://ewebinar.uishare.co 

二次元コード： 

②同封の e ラーニング（集団

指導）の実施についてのご

案内の表面の３に記載のロ

グインＩＤ・パスワードを

入力してログイン 

※全て半角で入力 

 

 

③「オンライン資格確認導入

のための集団指導」を選択 

※視聴する動画は１本のみ

（約 20 分） 

 

 

 

 

④動画を視聴し、画面右上の

表示が「100％」となって

いれば、視聴が完了 

 

 

 

 

 

 

※視聴を完了しなければ、集団指導を受講したとみなされませんのでご留意くだ

さい。 

  

再生（▶）を押す 

 



（別紙２） 

 

やむを得ない事由の申し出について 
 

○ オンライン資格確認導入の義務化対象外となるやむを得ない事由 

１-１ 【柔道整復師の施術所】 

施術者が皆、高齢（※）により、オンライン資格確認によって療養費

を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合 

１-２ 【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所】 

施術者が皆、高齢（※）又は視覚障害により、オンライン資格確認に

よって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方で

ある場合 

２ 令和７年 12 月２日までの廃止・休止を決めている施術所である場合 

３ 令和７年 12 月２日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所

である場合 

（※）令和６年４月時点で、常勤の施術者が皆、70 歳以上である場合。「常勤」

とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤

務する者を指す。 

 

○ やむを得ない事由を申し出る際の連絡方法 

① 施術所等向け総合ポータルサイトの報告フォーム 

 以下の二次元コードより回答してください。なお、回答には施術所等向け総合

ポータルサイトへのログインが必要です。 

 

 

 

 

 

② メール 

厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 保険データ企画室 

メールアドレス：suisin@mhlw.go.jp 

 

③ 電話 

オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583 

（月～金 8:00～18:00、土 8:00～16:00（いずれも祝日を除く）） 

 

○ やむを得ない事由を申し出る際の報告内容 

 「施術所名」、「施術所所在地」、「登録記号番号（10 桁の漢字又は数

字）」、「やむを得ない事由のどれに該当するか」の４つをご連絡ください。 


